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議員提出議案第８号 

　　　地域医療確保のための自治体病院への財政支援に関する意見書 
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地域医療確保のための自治体病院への財政支援に関する意見書 

 

自治体病院は、地域住民が必要とする幅広い医療の提供や、民間の医療機関では

対応が困難、かつ不採算となる救急医療や小児医療、災害医療などにも積極的に取

り組むなど、地域医療の中核として重要な役割を果たしている。 

　しかしながら、近年の人件費や物価等の急激な高騰により病院の運営費用が大

幅に増加している一方で、現行の診療報酬はこうした実情に十分に対応できてい

ないことから、全国の９割近い自治体病院が赤字経営を余儀なくされており、この

ような事態が続けば経営破綻に追い込まれ、地域医療の崩壊を招く恐れがある。 

　自治体病院は、それぞれが地域の実情を踏まえて、医療環境の整備や経営改善に

取り組みながら懸命に努力しているが、既に地方自治体が単独で改善することは

極めて困難な状況である。 

　地域住民に高度で質の高い医療を継続的に提供するためにも、令和８年度診療

報酬改定において診療報酬の大幅な引き上げと、緊急的財政支援の早期実施を強

く要望する。 

記 

 

１　地域医療提供体制が将来にわたって確保できるよう、診療報酬について物価

や賃金の上昇を反映できる仕組みにするとともに大幅な引き上げを実施するこ

と。 

２　当面の経営危機を回避するために、急増している費用に対応できるよう、実効

性のある緊急的財政支援を早急に実施すること。 

 

　以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。 

 

令和７年１２月２４日 
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